
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年度後期開始 

修士課程・博士前期課程・専門職学位課程対象 
 

日本学生支援機構授業料後払い制度 

 1  制 度 の 概 要  

在学中に「授業料」の貸与（無利子）を受け、大学院修了後に所得や子供の数に応じて後払いする制度で

す(2024年後期開始)。授業料と併せて「生活費奨学金」の貸与（無利子）を受けることもできます。 
 

[1] 後払いの対象 

① 授業料（授業料支援金） 

上限 535,800円/年＋保証料 
 

● 法務研究科も上記が上限額（差額を大学へ納付しなければなりません）。 
 

● 授業料支援金から保証料を差し引いた授業料相当額を JASSO から大学へ

振込（利用者への振込はありません）。 

② 生活費奨学金 

最大 40,000円/月（20,000円又は 40,000円から選択） 
 

● 希望者のみ。生活費奨学金のみの利用は不可。 
 

● 機関保証の加入必須。毎月の貸与額から保証料を差し引き。 
 

● 毎月、機関保証の保証料を差し引いた金額を JASSO から利用者へ振込。 

 

[2] 貸与を受けるに当たっての留意事項 

① 第一種奨学金との併用不可（第二種奨学金（有利子）及び入学時特別増額は併用可） 

② 予約採用の採用候補者（第一種のみ）が後払い制度を希望する場合は、進学届時に辞退が必要 

③ 授業料後払い制度に採用されるまでの間、第一種奨学金の貸与は不可（（2024年は 4月～11月の間

で、4月の定期採用への申請も不可。ただし、第二種及び入学料特別増額は利用（申請）可） 

④ 年度途中の「後払い制度から第一種」又は「第一種から後払い制度」の変更は不可 

⑤ 授業料支援金と生活費奨学金は、第一種奨学金と同様に「業績優秀者返還免除制度」の対象 

（第一種奨学金の返還免除内定者が、その身分を後払い制度へ適用することはできません。） 

 

 2  対 象 者  

下記を全て満たす者が対象です。 

［1］2024年度以降に本学の修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程に進学した者 

［2］日本学生支援機構第一種奨学金の学力基準及び家計基準を満たす者 

［3］過去に受けた奨学金の返還が延滞中等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者 
 

※ 2024年度の進学者については上記［1］～［3］によらず、2023年度以前に修学支援新制度（給付奨学

金）を利用（区分外・廃止者も対象）していたこと、学部等を 2024年 3月に卒業した後、就職や他の

大学院への進学を挟まずに本学へ進学していることが条件となります。 

 

 3  2024年度のスケジュール（予定）  

4月 予約採用候補者（第一種のみ）に対し、後払い制度の利用希望を確認（進学届提出時） 

※ 後払い制度を希望する場合は、進学届提出時に予約採用の辞退を届け出てください。 

～9月 後払い制度利用希望者の募集（修学支援新制度を利用していたことなどを確認） 

9月 スカラネット（JASSOの申請システム）から申請 

11月 授業料支援金を大学に振込。生活費奨学金（希望者のみ。4～11月の 8ヵ月分）を利用者へ振込 



 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

                      学生部学生支援課（共通教育棟 1号館 1階） 

授業料免除担当   TEL：098-895-8135 

奨 学 金 担 当  TEL：098-895-8136 

 4  後払い制度と第一種奨学金の相違点 

学生各自の家計状況、大学院における研究計画及び将来設計等を考慮して十分に検討し、自分自身に合っ

た制度を選択してください。判断に迷う場合は学生支援課に相談してください。 
 

制  度 授業料の納付 奨学金の性質等 

後払い制度 
 

授業料支援金＋生活費奨学金 
        (希望者のみ) 

● 在学中の納付なし（修了後に返還 

義務あり） 
 

※授業料支援金として、最大で

535,800 円/年（法務研究科も同

額）を貸与可 
 

● 授業料免除制度への申請可 

※免除を受けた場合は｢免除後の金

額｣＋｢保証料｣が貸与額 

● 貸与月額 最大 40,000円/月(2 万 or4 万) 
 

● 保証制度 機関保証の加入必須（毎月の貸 

与月額から保証料を差引） 
 

● 返還方法 所得連動返還方式のみ 

※第一種の同方式と比べ、控除等

の配慮が追加された返還方法 
 

● 返還免除 申請可（授業料支援金も対象） 

第一種奨学金 

● 在学中の納付義務あり 
 

● 授業料免除制度への申請可 

● 貸与月額 50,000 円/月 or 88,000 円/月 
 

● 保証制度  人的保証又は機関保証から選択 
 

● 返還方法  定額返還方式又は所得連動返還 

方式から選択 
 

● 返還免除 申請可 

 

 5  授業料後払い制度の特徴 

[1] 第一種奨学金の所得連動方式と比べ、控除等の配慮（所得や子供の数に応じた配慮）が追加された返還方

式が採用されます。返還の負担感が軽減されるため、ライフイベントに応じた柔軟な返還が可能です。 
 

[2] 本人が返還しますので、保護者等の学費負担を軽減できるといった考え方もできます。 
 

[3]「授業料支援金」＝「授業料相当額＋保証料」です。将来、保証料分を含めた返還が必要です。 
 

[4] 生活費奨学金の貸与月額は限定的で、さらには機関保証に係る保証料が毎月差し引きされます。 

毎月、まとまった収入（4 万円/月以上）が必要な場合は、貯蓄の取り崩し、他の奨学金の貸与・給付（併

用を制限される場合あり）又はアルバイト従事の検討が必要です。 

 

学生生活支援情報 HP 

[参考] 1 ヵ月当たりの貸与額の考え方 
 

● 1 ヵ月当たりに換算すると、第一種奨学金の方が多く貸与を受けられることになります。 

● 後払い制度は、授業料を一括で（まとめて）準備できるのが特徴です。 
 

「① 授業料相当額」 535,800 円 ÷ 12 ヵ月 ＝ 44,650 円※1 

「② 生活費奨学金（最大）」             40,000円※2       合計（①＋②）84,650 円 

（第一種奨学金（最大） 88,000 円） 
  

※1 授業料相当額は JASSO から大学に振り込まれるもので、学生本人に現金が入るものではありません（修了後に、保証

料を含めて学生自身が返還）。 
 

※2 生活費奨学金は、保証料が差し引かれた金額が振り込まれます（例:40,000 円-保証料）。第一種奨学金も機関保証を

選択した場合は同様に、保証料が差し引かれます。 


